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ヴ
・
ヴ
ァ
ン
テ
の
保
瞼
學
説
（
績
）

印

南

博

士口

保
　
険

契鐸
約

の文

般
的
　
理
　
論

辮
護
士
、
　
　
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
學
商
法
正
敏
授

　
　
　
　
ド
ク
ト
ル
　
チ
エ
ー
ザ
レ
　
ヅ
イ
ヅ
ァ
ン
’
ブ
氏
＊

影
グ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
犀
利
な
薯
書
「
保
瞼
契
約
論
」
≦
話
暮
ρ
自
8
暮
塗
暮
o
象
器
ω
｛
o
琴
幾
げ
ロ
o
の
第
一
雀
及
び

第
三
巻
は
此
雄
誌
（
（
N
o
冨
9
噌
馨
塗
「
α
器
Ω
o
ω
騨
ヨ
葺
。
匡
睾
号
ζ
9
拝
を
指
す
）
）
に
於
て
度
々
指
摘
さ
れ
、
か
な

う
の
賞
讃
を
博
し
て
ゐ
る
（
第
三
十
二
巻
二
八
五
頁
以
下
、
第
三
十
五
巻
二
七
四
頁
以
下
）
の
で
あ
る
が
、
そ
の

内
に
、
海
上
保
瞼
を
含
む
第
二
巻
が
現
は
れ
把
（
一
八
九
〇
年
）
。
次
に
掲
げ
な
論
文
は
、
同
氏
が
保
瞼
法
を
論
宙

る
に
就
い
て
出
登
鮎
と
し
π
一
般
的
な
観
鮎
と
共
に
、
保
瞼
法
の
一
般
的
理
論
の
基
礎
も
或
程
度
迄
含
ん
で
ゐ
る

此
論
文
は
イ
タ
リ
ァ
法
律
學
雑
誌
空
く
聾
僧
澤
跳
§
9
で
興
冨
。
。
。
δ
爲
①
σ
q
冒
臨
象
。
冨
（
ロ
ー
マ
、
一
八
九
一
年
）
第

　
第
二
十
九
巻
　
（
四
九
三
）
　
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
瞼
學
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
五
　
號
　
　
一
〇
五



　
第
二
十
九
巻
　
（
四
九
四
）
　
ザ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
陰
學
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
五
　
號
　
一
〇
六

十
一
巻
＝
ハ
一
頁
以
下
に
載
つ
π
も
の
で
あ
り
、
且
つ
既
に
ド
イ
ッ
語
に
繹
さ
れ
て
、
ア
ー
・
エ
ー
レ
ン
ッ
ヅ
ァ

イ
ヒ
編
輯
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
保
瞼
新
聞
○
①
ω
器
霞
簿
凶
。
三
ω
o
訂
く
臼
ω
8
げ
窪
§
σ
q
㍗
N
o
冒
套
σ
q
第
十
八
年
（
一
八
九
一

年
）
第
十
號
以
降
に
載
っ
て
ゐ
る
。
鼓
に
掲
げ
π
繹
丈
は
同
氏
の
希
望
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
保
瞼
新
聞
編
輯
者
の

同
意
と
の
下
に
、
少
し
ば
か
り
文
言
を
訂
正
し
て
本
誌
に
再
録
し
、
以
て
ド
イ
ッ
の
法
律
學
者
に
普
く
知
ら
し
め

よ
う
ご
圖
つ
た
も
の
で
あ
る
。
膏
印
を
以
て
示
し
淀
註
に
於
て
、
予
は
若
干
の
意
見
を
附
け
加
へ
て
を
い
π
。

　
　
　
　
　
　
ベ
ル
ジ
ー
ン
、
　
　
一
八
九
一
年
八
月
一
日
　
　
　
　
　
、
ゴ
ル
ト
シ
ユ
ミ
ツ
で

　
　
　
　
　
　
　
内
　
　
容
　
　
目
　
　
次

一
、
保
瞼
事
業
が
個
人
保
陰
者
達
の
手
か
ら
會
杜
の
手
に
移
つ
π
歴
史
的
原
因
。
保
瞼
事
業
の
経
螢
に
於
け
る
此
推

　
移
が
齎
し
π
主
要
な
攣
化
。

二
、
從
來
の
定
義
、
殊
に
保
瞼
を
損
害
填
補
契
約
と
見
る
定
義
の
批
判
。

三
、
保
瞼
契
約
の
本
質
的
要
素
。
保
瞼
金
を
給
付
す
る
に
足
る
べ
き
保
瞼
料
積
立
金
を
集
め
る
企
業
で
あ
る
乙
と
。

四
、
リ
ス
ク
。
ヅ
ス
ク
が
ど
の
保
険
契
約
に
も
常
に
存
在
し
且
つ
一
檬
な
性
質
を
有
す
る
こ
と
。

五
、
保
瞼
料
。
保
瞼
料
が
ど
の
保
瞼
契
約
に
も
常
に
存
在
し
且
つ
ご
檬
な
性
質
を
有
す
る
こ
ご
。

　
多
数
の
且
っ
新
ら
し
い
種
類
の
陸
上
危
瞼
に
封
す
る
保
瞼
事
業
が
、
大
規
模
の
相
互
叉
は
株
式
企
業
に
依
つ
て
螢
ま

れ
る
や
う
に
成
つ
て
以
來
、
過
去
歎
世
紀
に
於
て
海
上
危
瞼
に
封
し
て
登
蓬
し
來
つ
だ
保
瞼
契
約
の
法
律
的
原
則
は
、

本
質
的
に
從
來
と
異
つ
π
も
の
に
成
つ
て
ゐ
る
。
現
代
の
事
業
に
於
て
は
、
個
々
の
リ
ス
ク
は
同
種
の
リ
ス
ク
よ
ウ
成



る
一
定
の
秩
序
立
つ
π
系
列
中
の
一
要
素
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
個
々
の
保
瞼
料
は
、
蓮
命
の
神
に
依
つ
て
當

然
受
取
る
べ
く
選
び
出
さ
れ
た
者
達
に
與
へ
ら
れ
る
資
金
の
源
泉
で
あ
る
所
の
、
會
肚
の
管
理
す
る
準
・
備
金
に
封
す
る

被
保
瞼
者
の
醸
出
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
命
題
を
組
織
的
に
適
用
す
る
や
否
や
、
保
瞼
企
業
及
び

保
瞼
料
に
關
す
る
法
規
は
、
全
く
新
し
い
光
の
下
に
現
は
れ
て
來
る
。
即
ち
リ
ス
ク
の
申
告
に
於
け
る
正
確
性
、
保
瞼
料

彿
込
を
規
律
正
し
く
行
ふ
こ
と
、
期
限
の
嚴
守
及
び
損
害
告
知
の
確
實
性
を
要
求
す
る
保
瞼
讃
券
の
嚴
格
性
＆
①
匂
D
亨

。
b
び
q
⇔
餌
巽
℃
島
8
が
事
實
上
の
掟
魯
】
ぎ
留
ω
践
巴
8
Ω
。
σ
9
で
あ
る
こ
と
が
、
妓
に
於
て
自
ら
了
解
さ
れ
る
。
契

約
の
約
款
が
一
様
で
あ
る
べ
き
乙
と
及
び
エ
イ
ジ
エ
ン
ト
の
行
動
に
は
限
界
が
設
け
ら
れ
、
保
瞼
企
業
の
事
實
上
の
構

成
を
礎
更
す
る
を
許
さ
漁
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。
保
瞼
會
肚
の
正
常
な
経
螢
に
着
き
も
の
で
あ
る
分
配
業
務
く
窪
匙
午

夷
゜
・
9
艮
の
目
的
も
到
つ
て
來
る
し
、
最
近
の
立
法
が
被
保
瞼
者
達
を
保
護
す
る
爲
め
に
、
此
準
備
金
の
堅
實
性
を
確

保
せ
ん
と
努
め
て
ゐ
る
所
以
も
明
ら
か
に
成
る
。
然
る
に
從
來
イ
タ
リ
ァ
及
び
外
國
の
法
律
墨
・
者
達
は
一
般
に
、
保
瞼

契
約
に
關
す
る
法
規
が
、
か
ぐ
の
如
き
経
濟
的
磯
蓬
ご
無
關
係
で
あ
ウ
得
る
か
の
や
う
に
信
す
る
誤
に
陥
つ
て
ゐ
る
。
め

彼
等
は
多
籔
に
存
す
る
特
殊
規
定
を
少
し
も
顧
み
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
保
瞼
會
肚
の
組
織
及
び
経
螢
を
規
定

す
る
爲
め
に
登
布
さ
れ
π
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
保
瞼
契
約
に
と
つ
て
も
重
要
な
原
則
を
多
藪
に
包
含
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
實
際
の
経
験
か
ら
法
則
を
創
り
出
す
所
の
保
瞼
事
業
家
だ
ち
に
依
つ
て
作
ら
れ
だ
是
等
の
法
律
を
研
究
す
る
と

き
は
、
此
事
業
の
経
濟
的
施
設
が
契
約
當
事
者
の
椹
利
に
著
し
い
影
響
を
與
へ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
成
る
の
で
あ
つ
て

此
黙
か
ら
我
々
は
、
宛
も
今
迄
何
入
も
鯛
れ
な
か
つ
把
泉
か
ら
出
て
來
る
や
う
に
、
保
瞼
契
約
に
封
す
る
新
し
い
見
地

を
創
う
出
し
て
行
く
で
あ
ら
う
。

　
　
　
第
二
卜
拓
巻
へ
四
九
五
）
　
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
瞼
學
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
五
　
號
　
一
）
七



　
第
二
十
九
巻
　
（
四
九
六
）
　
ヴ
イ
ヴ
ァ
ン
テ
の
保
瞼
學
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬉
　
五
　
號
　
　
一
C
入

（
1
）
ド
イ
ツ
に
於
て
、
殊
に
ゴ
ル
ト
シ
ユ
ミ
ソ
ト
の
［
商
法
提
要
」
○
◎
匡
ω
O
ず
日
凱
び
頃
9
昌
飯
σ
＝
O
ゴ
畠
o
m
出
”
ロ
α
O
δ
『
O
O
げ
け
ω
四
九
肋
即
、
工
馨
㍗
ン
ペ
ル

　
　
ビ
国
訂
o
ロ
び
巽
o
q
の
ゴ
ル
ト
シ
ユ
ミ
ツ
ト
編
輯
難
誌
（
〔
N
Φ
坤
の
o
び
ユ
津
讐
厭
山
餌
u
。
O
①
ω
レ
巨
ヨ
盆
出
田
口
匹
色
鵯
o
o
葺
を
指
す
〉
）
第
三
二
巻
以
降
所
載
の

　
論
丈
、
レ
ー
ウ
イ
ス
の
「
保
険
…
法
教
科
書
こ
い
①
妻
凶
匂
。
い
ピ
①
げ
「
び
鱈
o
げ
山
Φ
゜
摩
く
o
同
ω
8
げ
o
吋
ロ
づ
o
q
ω
鴨
o
o
げ
8
ω
第
三
笛
哩
に
示
さ
れ
た
研
究
は
、
從
來
の
學
説

　
に
封
し
て
明
確
な
進
歩
を
示
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
是
等
の
人
々
に
封
し
て
は
、
本
交
に
蓮
べ
た
非
難
は
當
ら
な
い
。

一

　
保
瞼
事
業
が
專
ら
海
上
危
瞼
に
限
ら
れ
、
且
つ
個
々
の
商
人
達
に
依
つ
て
螢
衰
れ
て
ゐ
忙
間
は
、
各
個
の
取
引
は
是

等
の
商
人
達
に
封
し
て
、
眞
實
の
賭
事
と
同
じ
誘
惑
と
危
瞼
と
を
有
し
て
ゐ
π
。
蓋
し
彼
等
は
常
に
同
一
の
港
に
於
て

同
一
の
海
に
就
き
且
秩
序
立
て
る
再
保
瞼
制
度
無
し
に
螢
業
し
だ
爲
め
に
、
牧
入
保
瞼
料
の
積
立
金
の
内
か
ら
損
害
填

補
に
必
要
な
る
金
額
を
支
出
し
得
る
程
度
に
、
充
分
多
藪
の
保
瞼
契
約
を
得
る
や
う
な
状
態
に
は
達
し
て
ゐ
な
か
っ
だ

爲
め
、
唯
一
度
で
も
暴
風
が
起
血
叉
は
宣
載
の
布
告
が
有
れ
ば
、
直
に
破
産
す
る
危
瞼
に
曝
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
＊

各
個
の
取
引
は
事
實
上
航
海
の
運
不
運
に
關
す
る
博
戯
に
瞳
し
－
、
保
瞼
者
は
唯
だ
紳
の
助
け
に
鎚
る
よ
り
途
が
無
か
つ

π
、
叉
實
際
契
約
書
の
最
初
の
條
丈
を
紳
に
掩
げ
陀
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
タ
ル
ガ
は
曰
く
～
「
保
瞼
を
提
供
す
る
者
は
、

そ
の
儲
け
が
偶
然
の
支
配
に
属
す
る
故
、
宜
し
く
天
帝
に
封
し
て
幸
運
を
與
へ
ら
れ
ん
こ
ざ
を
所
ら
ね
ば
な
ら
澱
し

と
。
恥

蕃
併
し
乍
ら
、
既
に
十
四
世
紀
に
於
て
保
陰
取
引
の
曹
利
的
大
輕
管
が
存
在
し
、
十
五
世
紀
に
は
之
を
誉
業
と
す
る
一
つ
の
會
薩
が
存
し
た
の
で
あ

　
る
。
荷
ほ
再
保
陰
も
孤
立
的
で
は
あ
つ
た
が
、
十
四
世
紀
の
後
孚
に
存
在
し
た
。
O
o
置
u
騒
o
ゲ
ヨ
己
『
¢
良
く
o
議
巴
σ
Q
o
o
D
o
び
団
9
誹
o
血
①
ロ
陰
国
餌
昌
山
㊦
冨
『
9
ゲ
ー

　
陣
ω
（
匡
9
ρ
口
畠
ぴ
信
0
ず
　
自
O
ω
　
国
鋤
護
価
Φ
】
ω
属
①
O
げ
汁
o
o
愉
　
㊤
◎
°
　
》
嵩
h
一
。
　
目
Q
◎
り
一
゜
　
嗣
゜
　
同
．
）
ω
゜
こ
。
窃
O
°

（
2
）
目
程
σ
q
餌
る
。
巳
・
§
ぎ
圃
ω
。
箕
騨
宣
8
・
冨
蕾
N
蒼
Φ
§
費
剛
暑
’
o
雪
§
§
b
っ
M
9
や
＝
回
寄
．
・
。
嘗



　
是
等
の
保
陰
者
が
取
引
所
や
カ
フ
エ
ー
等
の
共
通
の
集
合
所
に
嵜
り
合
つ
π
の
は
、
惜
に
自
衛
の
策
を
講
ぜ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
云
ふ
鳳
情
に
騙
ら
れ
π
結
果
で
あ
る
。
筒
叉
リ
ス
ク
自
器
空
。
・
穿
。
が
急
切
に
そ
の
引
受
を
必
要
と
す
る
揚
合

に
、
仲
立
人
達
が
一
々
保
瞼
者
の
家
を
訪
ね
廻
る
勢
を
省
く
爲
め
K
も
、
か
や
う
な
集
合
は
必
要
な
の
で
あ
つ
π
。
彼

等
は
叉
此
腱
に
於
て
、
各
航
海
の
危
陰
や
、
船
長
の
誠
實
さ
や
、
．
船
舶
の
品
質
に
就
い
て
互
に
報
告
し
合
ふ
こ
と
が
出

來
π
。
彼
等
は
此
場
所
に
港
内
監
覗
人
を
置
き
、
叉
地
圖
や
船
舶
名
簿
を
備
へ
だ
。
更
に
彼
等
の
共
同
的
自
衛
上
必
要

な
折
は
、
一
致
し
て
詐
欺
の
登
見
、
負
債
者
に
關
す
る
報
告
」
損
害
に
遭
つ
π
船
舶
の
回
復
≦
、
溶
島
巽
2
囲
碧
σ
q
§
㈹
　
に

努
め
だ
。
又
か
、
る
中
心
地
に
は
経
験
の
数
に
依
つ
て
、
箇
々
の
リ
ス
ク
の
選
繹
に
特
殊
の
礎
威
を
得
る
に
至
つ
π
入

が
居
つ
て
、
此
の
最
も
椹
威
有
る
保
瞼
者
が
筆
頭
人
と
し
て
作
成
し
セ
契
約
書
で
な
け
れ
ば
、
何
人
竜
之
に
署
名
す
る

こ
と
を
肯
ん
じ
な
い
の
が
例
で
あ
つ
泥
。
翁

　
（
3
）
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
に
於
け
る
保
瞼
者
蓮
は
、
一
つ
の
組
合
。
冒
。
国
o
壱
o
量
菖
o
昌
を
作
つ
て
自
ら
規
約
を
作
成
し
、
又
ぞ
の
役
員
を
古
参
の
商
人
中

　
　
　
か
ら
選
ん
だ
。
そ
の
役
員
達
の
任
務
は
、
　
一
般
契
約
書
の
約
款
及
び
保
瞼
料
率
を
決
定
し
、
仲
立
入
を
選
び
且
そ
の
行
爲
を
監
覗
し
、
損
害
を
蒙

　
　
　
つ
た
船
舶
を
醐
係
保
瞼
者
達
の
費
用
で
救
出
す
こ
と
で
あ
つ
た
。
ω
冨
け
暮
〈
o
ヨ
日
c
◎
・
竃
晋
N
目
O
b
9
鱒
℃
鵠
G
。
・
智
昌
自
舞
ト
諮
○
。
㌔
b
g
q
。
・
喝
Φ
げ
同
．
・
母
H
O
団
G
。
鱒

　
　
　
b
d
p
鉱
p
。
ω
ω
霞
o
づ
舘
U
£
冨
〉
ω
㎝
冒
ロ
話
N
凶
〇
三
ヨ
鷺
津
瓜
目
o
目
H
ψ
α
8
h
h
・
又
同
書
の
第
三
巻
五
一
七
頁
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
記
録
は
リ
ヴ
オ
ル
ノ
に

　
　
　
於
け
ろ
保
瞼
者
達
が
共
同
の
利
釜
の
爲
め
に
構
成
し
れ
委
員
會
に
就
い
て
報
じ
て
ゐ
る
。
ー
デ
ン
マ
彪
ク
の
ク
リ
ス
チ
ア
ン
六
世
が
保
瞼
會
証

　
　
　
設
立
の
爲
め
に
一
七
ご
六
年
に
公
に
し
た
勅
令
の
中
に
に
、
保
瞼
者
が
利
用
す
る
爲
め
取
引
所
に
設
け
ら
れ
た
事
務
所
に
關
す
る
記
蓮
が
有
る
、
而

　
　
　
し
て
そ
の
事
務
所
に
は
、
世
界
各
地
の
地
圃
が
備
へ
て
あ
つ
た
》
．
の
こ
と
で
あ
る
、
同
書
四
七
五
頁
。
ー
ロ
ン
ド
ン
で
は
保
瞼
者
達
は
カ
フ
エ

　
　
　
ー
に
會
合
し
た
、
而
し
て
か
㌧
る
會
合
に
闘
す
る
記
録
は
一
六
五
二
年
に
迄
湖
つ
て
ゐ
る
。
後
に
至
、
つ
て
口
○
琶
、
ω
O
鋤
頴
・
が
彼
等
の
好
ん
で
集

　
　
　
る
飯
に
成
つ
た
、
此
店
は
そ
の
後
異
つ
た
事
惰
の
下
に
、
個
人
保
瞼
者
及
び
保
瞼
會
杜
の
使
用
人
淫
の
最
も
重
要
な
中
心
地
と
成
つ
て
今
日
に
及

　
　
　
ん
で
ゐ
る
、
こ
の
揚
所
で
契
約
が
締
結
ざ
れ
、
又
航
海
に
關
す
る
最
新
の
報
告
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
・
イ
ヅ
の
解
説
附
僻
代
記
と
し
て
興
味

　
　
　
深
い
竃
鋒
ぎ
噂
↓
冨
三
ω
8
曼
鼠
一
」
・
冠
、
ω
導
山
鼠
竃
豊
莞
ぎ
ω
再
碧
。
①
ぎ
O
器
g
切
葺
鉱
ロ
」
い
。
鼠
。
膨
笏
刈
爺
を
参
照
。

第
二
卜
九
春
　
（
四
九
七
）
　
ヴ
イ
ゲ
ア
ン
テ
の
保
鹸
學
挽

冶
　
五
　
號
　
一
e
九

噂



　
　
　
第
二
十
九
管
　
（
四
九
八
）
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
瞼
學
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
五
　
號
　
　
一
一
〇

　
併
し
乍
ら
此
経
螢
方
法
に
は
、
そ
の
内
に
救
ふ
べ
か
ら
ざ
る
歓
陥
、
即
ち
、
保
瞼
者
蓬
が
支
挑
不
能
に
成
る
危
瞼
が

存
在
し
π
。
被
保
瞼
者
達
は
之
に
封
し
て
、
罰
則
、
抵
當
の
設
定
、
乃
至
略
式
裁
判
の
手
績
に
依
り
、
叉
就
中
即
時
強

制
執
行
の
梅
利
を
通
じ
て
、
そ
の
偶
磯
的
請
求
樺
を
確
實
な
ら
し
め
ん
と
試
み
元
が
無
数
で
あ
っ
た
。
更
に
、
元
受
保

瞼
者
が
支
梯
不
能
に
陥
る
危
瞼
を
再
保
陰
に
依
つ
て
除
か
う
ε
欲
し
π
が
や
は
う
無
数
で
あ
つ
π
。
保
瞼
金
額
が
高
す

ぎ
だ
う
、
天
候
が
あ
ま
ウ
瞼
悪
で
あ
つ
π
う
、
危
瞼
が
獲
大
し
た
う
す
る
と
、
す
ぐ
に
保
瞼
者
達
は
損
害
賠
償
の
任
務

を
引
受
け
る
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
つ
π
。

　
歴
更
上
有
名
な
多
く
の
職
璽
が
行
は
れ
て
甚
だ
危
瞼
で
あ
つ
π
最
中
に
も
拘
は
ら
す
、
歓
洲
と
そ
の
植
民
地
ご
の
問

の
互
額
な
交
換
貿
易
に
依
つ
て
海
上
が
賑
つ
だ
十
七
世
紀
時
代
に
は
、
保
瞼
者
の
支
沸
不
能
に
隔
る
者
が
極
め
て
多
か

つ
セ
爲
め
、
個
人
の
資
力
で
は
不
充
分
な
こ
と
が
判
明
し
π
此
事
業
の
経
螢
を
、
大
き
な
株
式
會
祉
の
集
合
的
責
任

に
委
ぬ
よ
う
と
す
る
考
が
起
つ
て
來
た
。
か
く
て
パ
リ
ー
（
一
六
八
六
年
）
、
ロ
ン
ド
ン
（
一
七
二
六
年
）
、
コ
ペ
ン
ハ

ー
ゲ
ン
（
一
七
二
六
年
）
、
ジ
エ
ノ
ア
（
一
七
四
一
年
）
及
び
ナ
ポ
リ
（
一
七
五
↓
年
）
に
、
特
典
を
與
へ
ら
れ
π
勅

許
會
杜
が
相
踵
い
で
生
れ
控
。
而
し
て
そ
の
目
的
は
設
立
に
關
す
る
布
告
に
述
べ
て
あ
る
や
う
に
、
保
瞼
業
者
達
の

没
落
が
海
上
貿
易
杢
部
の
没
落
を
來
し
、
以
て
後
者
の
秩
序
的
登
蓬
を
妨
げ
る
こ
と
を
防
止
せ
ん
と
し
た
こ
と
に
在

つ
だ
。
個
入
保
瞼
者
達
は
古
來
の
慣
例
を
楯
に
と
つ
て
、
か
．
、
る
會
肚
の
設
立
に
極
力
反
封
し
π
。
彼
等
は
叉
か
、

る
企
業
は
自
己
の
利
釜
を
念
と
し
て
働
く
数
百
人
の
保
瞼
者
達
の
や
う
に
機
敏
に
行
動
す
る
こ
ご
は
出
來
な
い
で
あ

ら
5
。
又
會
枇
は
被
保
瞼
者
に
封
し
て
公
李
で
あ
り
且
敏
捷
に
事
務
を
取
扱
ぷ
こ
と
を
少
し
竜
顧
み
な
い
で
あ
ら
う

と
主
張
し
た
。
彼
等
は
最
後
に
自
分
蓬
に
は
會
杜
が
拒
絶
し
た
悪
い
リ
ス
ク
ば
か
り
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
成
る
だ
ら



う
ご
苦
情
を
述
べ
π
。
併
し
乍
ら
會
就
を
辮
護
す
る
人
や
は
、
之
に
封
し
て
、
個
人
保
瞼
者
側
に
於
け
る
支
描
不
能

や
、
損
害
賠
償
金
の
支
彿
を
猶
豫
せ
ん
が
爲
め
に
故
ら
に
訴
訟
を
起
す
乙
と
噛
及
び
不
幸
な
事
件
に
依
る
打
撃
に
封
し

て
保
償
す
る
に
充
分
な
資
力
を
有
せ
ぬ
こ
ご
を
指
摘
し
、
叉
従
來
の
如
き
経
螢
の
下
に
於
て
は
、
被
保
瞼
者
は
時
こ

し
て
は
他
の
土
地
へ
出
か
け
て
迄
竜
何
十
入
の
保
瞼
者
達
に
頼
る
こ
と
を
絵
儀
無
く
せ
ら
れ
、
從
つ
て
一
度
損
害
が
起

る
ε
き
は
そ
の
数
十
人
の
被
告
に
掛
し
て
清
算
を
要
求
し
、
且
法
廷
で
そ
の
要
求
を
主
張
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
だ
。

更
に
、
、
會
肚
が
之
を
行
ふ
こ
ご
、
成
れ
ば
契
約
が
多
藪
に
成
り
、
危
瞼
の
選
揮
が
嚴
密
に
行
は
れ
、
且
救
助
が
非
常
に

容
易
と
成
る
が
故
に
、
保
瞼
料
率
は
低
く
な
る
で
あ
ら
う
と
圭
張
し
詫
。
實
に
此
最
後
に
基
げ
π
理
由
に
基
い
て
、
保

瞼
事
業
は
次
第
に
會
肚
の
手
に
移
つ
て
行
つ
π
の
で
あ
る
、
而
し
て
是
等
の
會
肚
は
始
は
國
王
が
創
設
し
π
が
、
後
に

は
民
間
で
登
起
す
る
に
成
っ
尤
。
叉
個
人
保
瞼
者
蓬
自
身
も
、
船
舶
噸
歎
の
増
大
と
交
逼
の
頻
繁
と
に
依
つ
て
盆
々
増

大
す
る
危
瞼
を
引
受
け
る
こ
と
の
愈
々
不
可
能
な
こ
と
を
認
め
て
、
磨
業
の
や
む
な
き
に
至
る
憂
目
を
免
れ
ん
が
爲
め

に
、
互
に
結
合
し
て
株
式
會
肚
を
構
成
し
、
そ
の
僅
な
株
式
を
自
分
達
の
問
に
分
配
し
、
彼
等
の
内
最
も
老
練
な
者
を

首
位
に
据
え
π
。
の

　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
（
4
）
是
等
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
依
つ
て
見
て
も
、
商
人
達
が
保
瞼
者
の
破
産
に
就
い
て
如
何
に
大
騒
ぎ
を
演
じ
た
か
が
判
る
。
保
瞼
の
濁
占

　
　
　
椹
を
H
o
5
島
o
昌
〉
ω
ω
ロ
ω
民
四
謬
o
冷
O
o
目
口
o
「
餌
魯
o
つ
と
閃
o
団
9
。
一
国
x
o
げ
o
づ
o
Q
①
》
ω
ω
β
筍
昌
o
o
O
o
同
℃
o
目
餌
氏
o
ロ
ミ
の
雨
肚
に
分
興
す
る
こ
と
を
制
定
し
六

　
　
　
ヂ
ヨ
ー
ヂ
一
世
法
律
第
六
號
の
十
八
章
に
は
、
此
規
定
の
正
當
な
所
以
を
論
じ
て
次
の
や
う
に
述
べ
て
あ
る
。
、
．
≦
ず
o
畦
o
鴇
津
ず
即
ω
び
Φ
魯
h
σ
ロ
昌
貸

　
　
　
び
畷
o
属
唱
o
誌
聲
8
窪
暮
ヨ
曽
昌
団
℃
霞
ユ
o
巳
異
隠
議
o
ロ
ω
埴
潜
津
o
『
些
曙
ゲ
㊤
＜
o
話
o
鼠
く
8
冨
H
ぴ
q
①
冒
Φ
日
冒
ヨ
ω
霞
8
ロ
ω
達
①
茜
辞
ご
謬
筥
o
巳
Φ
゜
o
噂
h
o
N

　
　
　
o
鴇
ε
≦
舘
儀
ω
窪
o
ぎ
ω
員
ぼ
伽
q
o
臨
ω
げ
ぢ
9
m
亀
o
o
鳥
ω
餌
昌
畠
目
①
目
げ
帥
昼
象
N
①
9
ω
Φ
窪
げ
餌
く
①
げ
Φ
8
日
①
げ
”
目
犀
吋
q
導
9
g
o
昏
霞
薯
冨
①
甘
嵩
a
写

　
　
　
即
諺
毒
母
サ
ぴ
q
o
け
8
ヨ
》
ぐ
ぎ
σ
q
芝
凶
爵
夢
①
マ
噂
o
躍
9
Φ
゜
。
o
臣
錺
ω
霞
”
8
ρ
宕
盛
Φ
毎
ぎ
餌
昌
匹
一
B
O
o
〈
①
覧
ω
げ
ヨ
①
茸
o
h
ヨ
帥
コ
団
日
o
門
o
ず
”
鼻
ω
p
5
畠

　
　
　
茸
帥
山
⑦
鴎
ω
帥
昌
自
8
象
0
9
0
0
ロ
「
聾
σ
q
①
日
①
昌
け
o
h
四
創
く
o
づ
陣
自
『
o
ω
餌
叶
ω
ω
僧
：
・
：
・
層
鳩
（
］
≦
”
目
江
ロ
噛
ざ
o
o
9
ケ
や
．
く
⊃
ぴ
）
°
之
と
相
呼
雁
…
す
る
記
覇
迎
が
、
ナ
ポ
リ
の

第
二
十
九
春
　
（
四
九
九
）
　
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
傑
匹
鴇
學
説

第
　
五
　
號
　
一
＝



笙
二
十
九
管
　
（
五
〇
〇
）
　
ヅ
イ
ヅ
ア
ン
テ
の
保
偽
暗
學
設

鷹
五
號
一
一
二

　
　
カ
ー
ル
王
が
海
上
保
瞼
の
経
瞥
に
就
き
一
つ
の
勅
許
會
鮭
を
制
定
す
る
に
當
つ
て
嚢
布
せ
る
勅
論
に
見
ら
れ
る
。
　
．
．
…
…
9
＜
①
コ
α
0
6
0
ロ
ω
置
禽
p
言

　
　
9
Φ
ヨ
o
謀
冨
議
。
9
巴
笛
嵩
9
0
8
昌
8
ヨ
ヨ
。
邑
雪
叶
凶
o
ω
D
μ
鑓
＄
暮
巴
」
貯
ω
ぎ
。
9
p
匡
伍
＝
程
o
Q
舞
匿
醤
Q
8
巨
き
坦
ω
Φ
ヨ
℃
膏
Φ
δ
容

　
　
h
マ
日
坦
p
ロ
〇
二
8
ひ
q
嵩
色
9
ω
ω
凶
o
o
冨
臨
o
昌
o
堕
g
o
口
く
o
蒔
o
ぎ
ρ
o
①
珍
o
壁
ヨ
0
9
①
ロ
①
σ
q
自
置
N
凶
0
5
0
Φ
ε
毎
9
昌
o
冨
σ
二
〇
ロ
餌
｛
o
留
①
一
9
8
轟
①
午

　
　
8
N
N
脚
侮
巴
8
ヨ
ヨ
臼
9
0
＆
o
ω
ω
8
8
0
δ
急
ぴ
q
冨
く
①
ω
B
コ
島
似
δ
p
巳
蓉
o
冨
営
震
N
①
ヨ
㊤
8
つ
慈
剛
巳
国
g
o
O
凶
o
象
ま
け
9
0
鴇
o
畦
飴
ぴ
q
ぴ
q
や

　
　
四
ヨ
Φ
9
0
P
ε
け
二
〇
q
討
凶
馨
霞
①
ω
゜
励
p
昏
ロ
鉱
8
巳
o
聾
B
①
ロ
繍
o
ず
①
ω
o
頃
8
5
0
ぎ
ρ
器
驚
O
旨
α
q
昌
o
…
…
”
．
（
ハ
商
入
で
も
な
く
又
資
本
竜
有
た
ぬ
多
く
の

　
　
個
人
淫
迄
も
、
保
瞼
に
關
す
る
書
類
に
署
名
す
る
だ
け
で
儲
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
喜
び
、
爲
め
に
此
取
引
部
門
を
混
齪
さ
せ
旦
誠
實
の
原
則
に
背

　
　
き
商
業
界
を
蝿
耐
馳
し
、
其
結
果
ヨ
ー
ロ
ー
パ
の
凡
ゆ
る
商
業
市
場
に
於
て
悪
評
が
立
ち
、
文
我
王
國
に
差
押
へ
ら
れ
た
船
荷
の
關
係
者
一
同
を
失

　
　
望
さ
せ
來
つ
た
事
情
に
鑑
み
云
爵
）
）
（
切
巴
註
ω
ω
輿
9
二
昌
や
・
。
・
。
o
∀
国
磐
。
三
三
は
団
ぎ
曽
N
。
伽
露
閃
。
α
q
ぎ
臼
累
巷
。
崔
く
。
r
胃
や
。
。
①
刈
゜

　
　
に
於
て
、
一
五
八
八
年
に
ナ
ポ
リ
に
設
立
さ
れ
た
海
上
保
瞼
會
祉
は
幾
何
も
無
く
し
て
清
算
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
其
結
果
そ
の
業
務
を
再
び
個
人

　
　
保
瞼
者
達
に
譲
渡
す
る
の
止
む
な
き
に
至
つ
た
断
、
個
人
保
瞼
者
達
は
相
攣
ら
ず
支
彿
停
止
を
行
つ
て
、
被
保
瞼
者
蓬
の
信
頼
に
背
い
た
こ
と
を

　
　
蓮
べ
て
ゐ
る
。
1
其
他
一
六
入
六
年
に
ル
イ
十
四
世
が
パ
リ
ー
に
設
立
し
た
・
曾
砒
に
就
い
て
は
、
　
↓
目
o
冨
o
賞
O
q
》
O
o
ロ
窪
舞
O
o
ω
o
o
賦
菰
　
Z
『
°

　
　
G
。
㊤
メ
を
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
於
け
る
會
肚
に
就
い
て
は
、
切
巴
阜
四
。
。
ω
實
〇
三
同
目
℃
・
恥
①
こ
。
・
を
、
又
一
七
四
一
年
に
ジ
エ
ノ
ア
に
設
立
せ
ら
れ
、

　
　
海
上
保
険
…
の
猫
占
擢
を
有
せ
る
會
肚
（
ジ
エ
ノ
ア
國
交
庫
に
擦
る
）
に
就
て
は
、
＜
㌶
す
H
≦
o
ヨ
o
吋
9
つ
α
ロ
ヨ
鴇
ぎ
》
け
ユ
鮎
o
冨
、
冒
o
ぼ
①
ω
貯
9
ρ
弓
9
ユ
9
ヨ
ー

　
　
①
暮
9
鴨
O
ω
巳
冨
目
鷲
5
単
目
賃
8
ロ
邑
①
坤
巴
冨
昌
摯
く
O
r
く
サ
b
う
μ
α
。
を
参
照
o

（
5
）
十
入
世
紀
の
初
頭
に
は
資
本
額
が
十
萬
ド
ウ
カ
r
ト
一
）
日
閃
象
o
昌
を
超
え
な
い
多
く
の
小
會
牡
が
ナ
ポ
リ
に
設
立
さ
れ
た
、
ゆ
冨
昌
o
課
巳
　
は
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
一
入
年
よ
り
一
入
三
〇
年
迄
の
間
に
設
立
さ
れ
た
此
種
の
會
杜
が
八
つ
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
、
H
O
H
H
同
や
曽
㊤
・
ヂ
エ
ノ
ア
に
於
て
も
一
八
二

　
　
〇
年
以
來
多
く
の
小
會
肚
が
或
に
起
り
或
は
倒
れ
た
、
そ
の
資
本
に
敦
れ
も
三
〇
萬
リ
ラ
を
超
え
ず
、
そ
の
株
式
は
獲
起
人
及
び
そ
の
友
人
や
親

　
　
戚
に
一
萬
リ
ラ
づ
玉
割
當
ら
れ
て
ゐ
た
。
さ
き
に
引
用
せ
る
U
口
。
〈
置
①
＜
壁
5
］
≦
①
巳
R
p
コ
缶
⊆
ヨ
中
の
調
査
報
告
書
く
o
♂
く
O
・
b
っ
旨
・
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ヨ
ー
ロ
ジ
．
ハ
大
陸
に
於
て
個
人
保
瞼
者
達
が
か
く
め
如
く
相
踵
い
で
影
を
没
し
陀
時
に
當
つ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

人
保
瞼
者
達
の
一
つ
の
結
合
く
9
鉱
蕊
σ
q
§
㈹
が
存
績
し
た
、
そ
れ
は
今
日
竜
省
ほ
．
存
在
し
且
商
業
界
に
於
て
名
聲
を
・
．

搏
し
て
ゐ
る
　
　
即
ち
ロ
ィ
ヅ
の
結
合
で
あ
乃
　
　
此
事
實
は
事
物
の
必
然
納
な
成
行
に
は
勿
論
反
す
る
も
の
で
あ
る



と
信
ず
る
が
、
之
は
特
殊
な
歴
史
的
原
因
に
基
い
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
ヂ

ヨ
ー
ヂ
一
世
が
H
・
。
乱
○
ロ
諺
。
。
。
。
二
箪
琴
o
O
o
壱
o
樫
銭
o
ロ
ご
閃
o
団
巴
国
×
。
冨
⇒
α
q
。
》
。
。
ω
舞
9
ゴ
8
6
0
愚
o
轟
梓
凶
0
5
と
の
爾
肚

に
（
一
七
二
〇
年
よ
り
一
八
二
四
年
に
至
る
）
濁
占
構
を
賦
與
し
π
爲
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
他
の
國
々
に
於
け
る
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

う
な
成
行
が
沮
ま
れ
陀
の
で
あ
つ
た
。
海
上
保
瞼
會
肚
の
新
設
が
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
だ
そ
の
長
い
期
間
を
通
じ
て
、
ロ
イ

ヅ
の
保
瞼
者
達
は
斯
界
の
主
位
を
殆
ん
ど
濁
占
し
、
更
に
彼
等
は
各
種
の
設
備
に
依
る
驚
嘆
す
べ
き
成
果
に
よ
り
、
そ

の
結
合
に
種
々
の
有
盆
な
施
設
を
齎
し
、
そ
れ
に
よ
ヶ
て
、
さ
も
な
く
ば
個
人
保
瞼
者
と
し
て
免
れ
な
か
つ
た
筈
の
螢

　
　
　
　
　
　
ゆ

業
不
能
を
ば
少
く
と
も
部
分
的
に
除
去
す
る
こ
と
が
出
來
π
。
帥
ち
彼
等
は
大
ブ
リ
テ
ン
國
の
各
地
の
沼
岸
に
救
助
艇

を
備
へ
、
更
に
航
海
に
關
す
る
凡
ゆ
る
動
静
並
に
登
生
事
故
を
ロ
ン
ド
ン
の
事
務
所
に
報
告
せ
し
め
る
爲
め
、
彼
等
の

共
伺
の
費
用
を
以
て
世
界
申
の
主
要
な
港
に
代
理
店
を
設
け
π
、
此
報
道
組
織
は
非
常
に
巧
妙
に
設
け
ら
れ
て
ゐ
た
爲

め
、
ロ
イ
ヅ
は
前
世
紀
末
及
び
今
世
紀
の
初
に
於
て
戦
時
に
際
し
國
家
に
有
盆
な
奉
仕
を
な
し
得
た
。
彼
等
は
更
に
自

ら
新
聞
を
登
行
し
、
そ
れ
に
依
つ
て
上
述
の
各
報
道
を
総
べ
て
の
組
合
員
及
び
世
界
各
地
に
於
け
る
凡
ゆ
る
購
讃
者
に

傳
へ
だ
、
而
し
て
今
日
で
は
そ
の
新
聞
に
依
つ
て
百
五
＋
年
も
昔
の
事
を
知
る
乙
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は

コ
○
冠
げ
閃
。
σ
q
算
蔓
亀
o
D
『
剛
で
℃
冒
σ
q
を
創
刊
し
π
、
之
は
イ
ギ
リ
ス
の
海
運
に
属
す
る
総
べ
て
の
船
の
登
録
簿
で
あ
つ

て
、
乙
れ
ら
の
船
の
建
造
及
び
修
理
を
監
硯
す
る
ロ
イ
ヅ
監
察
員
の
内
最
も
練
達
の
人
々
に
依
つ
て
集
成
さ
れ
π
も
の

で
あ
る
。
併
し
乍
ら
ロ
イ
ヅ
と
錐
も
、
そ
の
事
業
が
倒
れ
孤
や
う
に
す
る
爲
め
に
は
會
肚
を
そ
の
仲
問
に
加
へ
ね
ば
な

ら
な
か
つ
陀
、
而
し
て
會
肚
の
友
で
は
仲
立
入
叉
は
船
主
か
ら
申
込
ま
れ
把
契
約
を
結
ぶ
爲
め
に
、
毎
日
そ
の
使
用
人

を
ロ
イ
ヅ
の
事
務
所
に
涙
遣
し
だ
。
b
更
に
ロ
イ
ヅ
は
そ
の
組
合
員
が
屡
冷
支
携
不
能
に
陥
つ
て
、
此
古
い
機
關
の
信

　
　
　
第
二
十
九
巻
（
五
〇
一
）
　
ヴ
イ
ザ
ア
ン
テ
の
保
険
…
學
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
　
五
　
號
　
一
一
三



　
　
　
第
二
十
九
管
　
（
五
〇
二
）
　
ヅ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
瞼
學
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
第
　
五
　
號
　
一
一
四

用
を
害
し
た
こ
．
ご
を
根
絶
せ
ん
が
爲
め
に
、
各
員
に
封
し
て
五
千
ボ
ン
ド
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
保
謹
金
を
命
ぜ
ね
ば
な
ら

な
か
つ
π
。
併
じ
乍
ら
・
イ
ヅ
を
除
外
す
れ
ば
、
會
肚
の
有
す
る
や
う
な
信
用
と
確
實
性
と
を
齎
す
べ
き
経
濟
的
構
成

を
敏
い
て
ゐ
た
個
入
保
瞼
者
の
古
來
の
や
り
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
も
や
は
ウ
瞳
落
し
て
全
く
の
投
機
に
成
り
果
て

鬼
。
是
等
の
個
人
保
瞼
者
は
、
よ
い
取
引
に
就
い
て
は
會
肚
と
競
箏
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
爲
め
に
、
悪
質
の
リ
ス
ク
を

も
引
受
け
π
、
そ
の
目
的
は
か
、
る
リ
ス
ク
を
手
持
し
て
自
ら
そ
の
危
瞼
に
當
る
爲
め
で
は
な
く
、
之
を
再
保
瞼
に
附

し
、
そ
れ
に
依
つ
て
牧
入
保
瞼
料
ご
再
保
瞼
料
こ
の
差
額
を
儲
け
よ
う
と
し
π
の
で
あ
る
ー
1
叉
仲
立
人
達
も
此
や
う

方
を
援
助
し
て
、
手
藪
料
を
二
重
に
稼
い
だ
の
で
あ
る
。
か
く
て
航
海
に
適
し
な
い
船
や
悪
行
を
行
ふ
疑
の
有
る
船
長

な
ど
の
見
境
も
無
く
、
之
に
野
す
る
リ
ス
ク
を
一
様
に
引
受
け
π
結
果
は
、
詐
欺
的
損
害
を
著
し
く
多
か
ら
し
め
、
且

個
人
保
瞼
者
の
詐
欺
的
手
段
の
犠
牲
に
成
つ
て
支
彿
不
能
に
陥
る
再
保
瞼
會
肚
が
績
出
し
尤
。
か
＼
る
事
情
に
よ
つ
て

イ
ギ
リ
ス
に
於
て
竜
個
人
保
瞼
者
の
信
用
が
著
し
く
傷
け
ら
れ
π
の
で
、
多
く
の
個
人
保
瞼
者
達
は
一
般
の
希
望
に
提

ひ
自
己
の
経
螢
を
公
開
し
て
不
正
行
爲
の
嫌
疑
を
霧
さ
ん
が
爲
め
に
、
そ
の
事
業
を
株
式
組
織
に
獲
じ
、
そ
の
株
式
の
「

殆
ん
ど
全
部
を
自
分
達
で
保
有
し
π
畠

（
6
）
ヂ
エ
ノ
ア
の
勅
任
清
算
人
＜
”
皆
び
o
ロ
ρ
氏
が
確
言
し
て
ゐ
る
や
う
に
噛
イ
タ
リ
ア
の
諸
港
に
於
て
は
、
是
等
似
個
人
保
瞼
者
蓮
に
就
い
て
は
其

　
記
憶
さ
へ
も
失
は
れ
て
ゐ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
、
ド
¢
蒔
卿
国
o
盲
似
ω
が
竃
o
ロ
津
㊦
庫
R
島
①
の
9
ω
ω
ロ
嬬
9
口
o
o
伊
μ
o
o
Q
◎
α
鳩
掌
H
国
・
に
述
べ
て
ゐ
る
や

　
う
に
、
斯
業
の
免
許
を
得
た
個
人
保
瞼
者
が
今
日
も
荷
存
在
し
て
ゐ
ろ
。
即
ち
ル
ー
ア
ン
に
は
、
、
今
日
で
に
大
陸
か
ら
ス
ツ
カ
リ
姿
を
没
し
て
ゐ

　
る
此
原
始
的
組
織
の
最
後
の
佛
を
留
め
て
ゐ
る
。
骨
合
衆
國
で
も
亦
同
様
の
過
程
が
見
ら
れ
ろ
、
即
ち
既
に
一
入
ご
入
年
に
於
て
、
国
①
曇
は
保

　
陰
が
す
べ
て
會
砒
の
み
に
依
つ
て
行
は
れ
て
ゐ
ろ
こ
と
を
述
べ
た
、
9
ヨ
目
①
ロ
冨
ユ
①
の
O
昌
〉
ヨ
㊥
覧
o
卯
ロ
い
鎖
≦
℃
H
昌
ぽ
o
Ω
億
6
ユ
o
昌
゜

勢
ド
イ
ツ
の
諸
港
に
於
て
は
未
だ
委
を
没
し
て
ゐ
な
い
、
殊
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
ぱ
今
倫
ほ
個
人
保
瞼
者
が
居
る
。



（
7
）
此
記
述
は
冨
四
詳
言
の
引
用
し
た
年
代
記
と
彼
の
丈
書
と
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
三
六
三
頁
以
下
に
述
べ
て
ゐ
る
所
に
依
れ
ば
、
一

　
入
七
五
年
十
月
に
於
け
る
ロ
イ
ヅ
組
合
員
敦
る
保
瞼
業
者
は
四
五
ご
入
存
在
し
、
又
保
瞼
契
約
を
締
結
す
る
爲
め
に
そ
の
事
務
者
へ
代
理
人
を
汲

　
遣
し
て
ゐ
た
會
杜
の
数
は
、
内
國
「
九
肚
、
外
國
一
一
肚
で
あ
つ
た
。

（
8
）
国
腎
o
昌
摯
㊦
蒔
、
ω
臼
p
げ
同
び
ロ
o
『
芝
8
昌
］
Q
◎
Q
Q
Q
o
矯
回
H
目
・
↓
ず
㊦
芦
ω
゜
こ
っ
c
σ
Q
◎
謬
照
。
　
保
瞼
者
と
船
⊥
土
と
が
窃
に
共
謀
し
て
再
保
瞼
會
肚
に
不
利
を
與
へ

　
る
こ
と
が
、
詐
欺
的
事
件
を
惹
起
す
最
大
の
原
因
で
あ
つ
た
、
之
が
爲
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
海
蓮
業
は
一
八
七
〇
年
代
に
於
て
不
信
用
に
昭
つ
た
の

　
で
、
議
會
は
乗
組
員
及
び
船
荷
を
保
護
す
る
爲
め
に
調
査
を
行
び
、
又
種
々
な
立
法
的
手
段
を
講
じ
た
の
で
あ
ろ
。

亀

　
併
し
乍
ら
保
瞼
施
設
の
登
展
は
、
是
等
の
小
さ
な
局
地
的
會
肚
コ
舞
N
σ
q
窃
σ
房
島
弾
を
設
立
せ
し
め
π
だ
け
で
止
益

は
し
な
か
つ
π
、
何
故
な
ら
ば
是
等
の
會
杜
が
熱
烈
な
意
氣
を
以
て
そ
の
活
動
範
園
を
一
地
方
叉
は
一
國
の
限
界
を
超

え
て
鑛
張
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
限
ウ
は
、
必
然
的
に
國
際
的
大
會
肚
と
の
競
箏
に
敗
れ
ざ
る
を
得
な
か

つ
π
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
是
等
の
小
會
肚
は
、
商
業
界
の
危
機
、
疫
病
、
一
地
方
を
荒
腰
せ
し
め
る
異
常
な
大
火
等
の

犠
牲
に
成
つ
て
倒
れ
π
の
に
反
し
て
、
大
會
肚
は
一
地
方
で
蒙
つ
π
損
害
を
ぱ
、
他
の
地
方
で
得
だ
利
盆
に
依
つ
て
婁

め
る
こ
と
が
出
來
π
の
で
あ
る
。
．
か
く
て
リ
ス
ク
の
藪
が
多
け
れ
ば
多
い
程
損
害
登
生
の
規
則
が
一
層
確
か
に
成
る
爲

め
、
會
杜
の
存
立
を
圖
る
に
は
そ
の
活
動
範
園
を
盆
々
籏
大
し
て
行
く
忙
と
が
必
要
映
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
に
成
つ
た

其
結
果
、
常
設
事
務
所
、
監
督
者
、
代
理
店
等
の
網
を
作
つ
て
機
敏
に
且
激
し
く
宣
傳
を
行
ム
必
要
が
生
じ
泥
、
從
つ

て
各
會
肚
は
國
境
を
超
え
叉
大
洋
を
超
え
て
他
の
會
杜
の
螢
業
範
園
に
侵
入
し
、
以
て
一
大
陸
の
保
瞼
料
を
他
の
大
陸

の
利
盆
の
爲
め
に
集
め
る
や
う
に
成
つ
陀
。

　
保
瞼
事
業
は
か
く
の
如
く
し
て
次
第
に
憂
化
し
π
。
博
戯
的
分
子
を
多
分
に
含
ん
で
ゐ
π
事
業
か
ら
、
次
第
に
組
織

的
且
愼
重
な
事
業
に
成
う
、
保
瞼
料
よ
ウ
も
遙
に
高
い
金
額
を
支
彿
ふ
べ
き
義
務
を
被
保
瞼
者
に
封
し
て
引
受
け
る
こ

　
　
　
第
二
十
九
管
　
（
五
〇
三
）
　
ヅ
イ
ザ
ア
ン
テ
の
保
瞼
學
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
五
　
號
　
　
一
一
五



　
　
　
策
二
十
九
巻
　
（
五
〇
四
）
　
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
険
學
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
五
　
號
　
　
一
嶋
六

と
は
攣
ら
な
い
が
、
被
保
瞼
者
の
全
員
か
ら
牧
入
し
陀
金
額
よ
り
も
彼
等
に
支
彿
ふ
額
の
方
が
少
い
こ
と
が
今
や
殆
ん

ど
確
實
に
成
つ
π
の
で
あ
る
。
か
く
て
會
杜
の
行
爲
は
経
濟
的
機
能
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
に
至
つ
π
と
同
時

に
、
會
肚
は
正
常
な
時
期
に
於
て
同
一
の
リ
ス
ク
に
曝
さ
れ
て
ゐ
る
総
べ
て
の
人
か
ら
集
め
π
資
金
を
ば
、
運
命
の
紳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
選
ば
れ
た
入
達
に
封
し
、
最
大
の
困
厄
が
生
じ
π
際
に
分
配
す
る
所
の
、
眞
の
割
當
事
務
所
即
o
℃
錠
簿
M
o
蕊
騨
ヨ
e
卑

に
成
つ
だ
の
で
あ
る
。
而
し
て
會
肚
は
そ
の
割
當
事
務
を
完
う
す
る
爲
め
に
、
事
件
螢
生
の
際
に
契
約
金
額
を
支
彿
ふ

に
足
る
だ
け
の
保
瞼
料
積
立
金
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
保
瞼
會
杜
が
此
大
切
な
職
務
を
完
う
す
る
の
は
、
通
常
次
の

如
き
方
法
に
依
つ
て
の
み
可
能
で
あ
る
、
即
ち
會
肚
は
各
被
保
瞼
者
に
就
い
て
其
ソ
ス
ク
に
相
當
す
る
保
瞼
料
を
統
計

的
に
計
算
し
て
豫
め
徴
牧
し
、
之
を
共
同
の
基
金
申
に
加
へ
る
こ
と
、
責
任
準
備
金
の
総
額
と
、
統
計
學
的
計
算
上
將

來
そ
の
企
業
の
負
憺
に
錦
す
べ
き
金
額
と
を
一
致
せ
し
め
る
こ
瑳
、
最
後
に
是
等
の
會
杜
が
相
互
的
再
保
険
に
依
つ
て

各
自
の
引
受
を
増
大
し
且
そ
の
引
受
保
瞼
の
金
額
及
び
リ
ス
ク
の
度
を
し
て
同
一
の
高
さ
だ
ら
し
め
、
以
て
有
利
な
揚

合
と
不
利
な
揚
合
と
が
容
易
に
李
均
さ
れ
る
や
う
に
行
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
今
日
の
保
瞼
事
業

の
や
め
方
で
あ
つ
て
、
ど
の
保
瞼
契
約
竜
此
過
程
く
o
お
舞
σ
q
に
馨
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

　
保
瞼
契
約
と
は
、
一
定
の
保
瞼
料
に
封
し
て
或
人
が
或
リ
ス
ク
を
引
受
け
る
契
約
を
謂
ふ
と
云
ふ
交
章
は
、
我
々
が

絶
之
す
眼
に
す
る
所
で
あ
協
。
即
ち
リ
ス
ク
と
そ
の
勤
債
O
。
σ
q
窪
琵
島
と
し
て
の
保
瞼
料
、
是
が
保
瞼
契
約
の
特
徴

的
な
二
要
素
で
あ
る
と
謂
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
實
際
に
於
て
は
、
他
の
契
約
例
へ
ば
有
償
的
保
謹
。
暮
σ
q
Φ
三
搾
冨



bコ

凾
ﾒ
q
ω
畠
9
津
　
及
び
終
身
定
期
金
に
於
て
も
、
互
に
等
憤
値
な
此
二
要
素
が
存
在
す
る
、
從
つ
て
之
は
決
し
て
保
瞼
の

特
徴
で
は
あ
り
得
な
い
。
蓋
し
有
償
的
保
謹
に
於
て
は
、
保
謹
人
は
封
債
（
保
瞼
料
、
手
数
料
叉
は
之
に
類
す
る
も
の
）

を
得
て
、
債
務
者
が
支
彿
不
能
に
隔
る
場
合
の
リ
ス
ク
を
、
債
梅
者
に
封
し
て
引
受
け
る
も
の
で
あ
る
故
、
此
種
の
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

讃
は
保
瞼
殊
に
支
梯
不
能
に
封
す
る
保
瞼
の
内
に
数
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
ら
う
。
終
身
定
期
金
契
約
に
於
て
は
、
債

務
者
は
一
定
の
金
額
（
保
瞼
料
）
を
受
取
つ
て
、
定
期
金
を
受
け
る
者
の
確
率
的
生
存
年
齢
を
考
慮
し
て
計
算
せ
る
定

期
的
給
付
（
定
期
金
）
を
提
供
す
る
義
務
を
引
受
け
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
此
契
約
も
亦
一
つ
の
生
命
保
陰
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
、
何
と
な
ら
ば
、
右
の
債
務
者
は
、
定
期
金
を
受
け
る
者
の
實
際
の
生
存
期
間
が
豫
想
壽
命
を

超
え
る
こ
と
有
る
べ
き
リ
ス
ク
を
、
自
己
の
財
産
を
以
て
引
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
ば
、
凡
ゆ
る
種
類
の

保
瞼
契
約
と
、
保
謹
及
び
絡
身
定
期
金
契
約
と
は
、
唯
一
つ
の
範
疇
の
中
に
包
括
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ヱ
と
＼
成
る
。
併

し
乍
ら
是
等
の
契
約
が
各
々
有
す
る
特
質
的
要
素
を
無
覗
し
て
、
之
を
一
括
す
る
乙
と
に
封
し
て
は
、
從
來
の
慣
習
、

法
律
及
び
商
業
上
の
實
際
が
反
勤
す
る
し
、
又
反
甥
す
る
の
が
當
然
で
あ
る
。

（
9
）
此
見
解
に
封
す
る
批
評
と
し
て
は
下
記
の
も
の
を
参
照
。
Q
◎
匡
ω
o
ず
言
置
計
国
餌
ロ
山
び
9
ゴ
H
b
9
・
》
ロ
自
ψ
q
。
。
b
。
・
α
。
。
c
。
㎞
国
年
o
口
び
興
ひ
q
・
貯
O
o
匡
総
・

　
ゴ
ヨ
ニ
梓
、
ω
N
o
津
ω
鉢
三
津
L
W
臣
・
図
園
×
自
ψ
恥
窃
鴇
恥
虐
恥
い
o
≦
ぼ
ω
．
　
o
。
津
㎞
＜
貯
価
翼
ρ
器
臨
o
ロ
壁
N
凶
O
巳
目
H
目
や
く
h
喘
・
昌
δ
応
コ
矯
㎝
鴇
。
。
9
　
（
以
前
は

　
之
と
異
つ
た
見
解
を
述
べ
た
。
一
，
自
断
h
・
）

　
保
瞼
ご
は
之
に
依
つ
て
或
人
が
保
瞼
料
を
受
取
つ
て
、
他
人
の
財
産
が
損
害
を
蒙
る
リ
ス
ク
を
引
受
け
る
契
約
で
あ

る
と
定
義
す
る
と
き
は
、
保
瞼
の
概
念
と
し
て
凡
ゆ
る
揚
合
に
一
層
よ
く
適
合
す
る
で
あ
ら
う
と
信
す
る
人
や
が
多
い
。

即
ち
彼
等
は
、
保
瞼
契
約
を
一
つ
の
損
害
旗
補
契
約
Q
Q
。
冨
号
蕊
窪
ω
舞
N
＜
9
壁
α
q
と
し
て
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
併
し

　
　
　
第
二
卜
九
巻
（
五
〇
五
）
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
険
…
學
設
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
號
一
一
七



　
　
　
第
ご
十
九
巷
　
（
露
〇
六
）
　
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
瞼
附
學
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臨
第
　
五
　
號
　

一
一
八

乍
ら
之
は
叉
絵
ウ
狭
過
ぎ
て
生
命
保
険
を
包
含
し
得
な
い
、
蓋
し
生
命
保
瞼
は
被
保
瞼
者
に
封
し
て
、
°
彼
が
最
も
必
要

と
す
る
際
に
一
定
の
金
額
叉
は
年
金
を
與
へ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
に
過
ぎ
澱
か
ら
で
あ
る
。
此
金
額
が
時
こ
し
て
損

害
の
填
補
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
、
併
し
此
損
害
填
補
の
目
約
は
、
そ
れ
が
實
際
に
存
在
し
或
は
契
約

期
間
を
通
じ
て
嚴
存
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
保
瞼
者
側
に
は
知
ら
れ
な
い
か
叉
は
全
く
無
關
係
な
場
合
が
有
る
、
生

命
保
瞼
に
於
て
は
殊
に
左
様
で
あ
る
、
故
に
損
害
填
補
契
約
は
保
瞼
契
約
に
と
つ
て
本
質
的
な
要
求
で
あ
る
と
見
る
乙

乏
は
出
家
な
い
、
貯
8
嚢
O
臣
δ
乱
ぴ
島
8
算
「
夢
窪
昏
B
8
ヨ
ヨ
§
討
く
o
ξ
暮
霧
ぞ
①
9
0
5
審
婁
ゆ
（
契
約
に
關
し
て
は

爾
當
事
者
の
一
致
せ
る
意
志
が
果
し
て
何
慮
に
在
つ
尤
か
を
槍
討
す
べ
き
で
あ
る
）
。

　
（
0
ユ
）
イ
タ
リ
ア
民
法
第
二
一
三
7
條
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
馳
第
一
一
五
六
條
。

　
更
に
叉
、
生
命
保
瞼
契
約
に
勤
す
る
法
規
と
物
保
瞼
契
約
（
之
は
眞
の
損
害
填
補
契
約
で
あ
る
）
に
固
有
な
法
規
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨

を
比
較
す
る
と
き
は
、
損
害
鎭
補
契
約
の
概
念
に
特
殊
な
意
味
を
有
泥
せ
、
之
を
生
命
保
陰
に
適
用
せ
ん
こ
す
る
こ
と

も
要
當
で
は
な
い
乙
と
が
明
ら
か
に
成
る
。
恥

（
1
1
）
既
に
多
く
の
學
者
が
、
生
命
保
瞼
を
一
つ
の
損
害
墳
補
契
約
と
解
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
所
以
を
指
摘
し
て
ゐ
る
o
国
口
島
o
巨
餌
昌
斜
O
o
匡
胃
げ
目
㌣

　
臼
・
o
摩
N
①
算
9
げ
ユ
津
切
“
図
ψ
曽
窯
堕
に
、
此
種
の
學
設
を
嘲
笑
し
て
月
く
、
「
多
く
の
法
學
者
は
、
損
害
が
生
命
保
瞼
の
封
象
で
あ
る
と
云
ふ
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
を
固
執
し
て
ゐ
る
が
、
∪
謹
帥
O
二
φ
島
け
置
江
冨
日
旨
O
旨
9
二
げ
O
噌
o
（
嘲
は
ず
に
に
居
ら
れ
な
い
）
」
と
o
巴
冠
ひ
N
信
『
O
げ
9
門
餌
犀
〇
二
ω
け
詩
α
O
『
＜
O
－

　
民
ω
げ
げ
①
暑
β
ぴ
Q
呂
蚕
ヨ
帥
ρ
写
山
o
鴇
N
臥
誘
o
ぽ
簿
h
晋
図
似
o
げ
ω
－
偉
昌
山
ピ
p
昌
幽
＄
『
8
窪
切
“
鼻
国
凶
5
匡
o
冨
冒
O
o
匡
ω
α
プ
日
圃
鼻
．
ω
N
o
津
g
ξ
捧
×
×

　
ψ
。
Φ
刈
0
3
冒
び
き
皇
豆
①
甘
『
禦
蓉
冨
2
簿
蔑
血
魯
卜
①
ぴ
①
昌
ω
・
§
画
因
g
8
ミ
¢
匪
。
冨
「
口
農
（
句
＄
警
穿
凶
蹄
N
口
§
甘
竃
餌
自
言
↓
臥
亀
の
）
ψ

　
課
津
国
毎
ゆ
び
口
φ
冨
ぴ
Φ
誘
く
。
邑
。
冨
毎
轟
ぎ
U
①
痺
ω
n
げ
一
鎧
血
ω
』
。
。
h
甘
囚
含
圃
ぎ
国
巳
①
B
餌
暮
、
ω
国
拶
a
げ
g
ゲ
目
ψ
゜
。
°
。
溜
．
評
ξ
o
p

　
目
冨
ド
9
≦
o
臨
畳
剛
o
》
紹
蕩
岩
o
o
即
ど
嵩
鴇
b
d
冨
辞
↓
冨
ド
凶
芝
o
h
＝
h
o
ぎ
ω
霞
曽
8
磯
こ
。
サ
冷
9
p
三
〇
ざ
目
冨
H
p
≦
o
｛
軽
剛
①
ぎ
゜
。
霞
彗
・

　
o
ゆ
冒
昌
α
o
昌
H
o
。
o
。
鯉
や
陣
謀
騨
楚
等
の
論
者
よ
り
も
荷
＝
暦
禮
域
が
有
る
の
は
、
各
國
に
於
け
る
判
決
（
註
一
こ
滲
照
）
及
び
商
慣
習
で
あ
る
、
郎



　
ち
之
に
依
れ
ば
、
受
盆
者
に
被
保
瞼
者
の
死
亡
に
依
っ
て
彼
又
は
契
約
當
事
者
が
何
等
か
の
損
害
を
蒙
れ
る
こ
ど
の
詮
明
を
必
要
と
せ
ず
し
て
、

　
保
瞼
金
を
受
取
る
構
利
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ー
併
し
乍
ら
、
生
命
保
瞼
は
一
つ
の
損
害
墳
補
契
約
で
あ
る
と
麗
・
明
す
る
論
者
の
敷
竜
右
に
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
敵
す
る
つ
そ
の
主
な
る
も
の
は
、
聞
冨
ロ
o
げ
計
国
o
o
ロ
胃
簿
簿
o
象
”
ω
獣
6
ロ
同
9
臥
o
昌
o
ω
三
置
く
騨
9
。
α
ロ
昌
6
0
鵠
曽
p
鐸
o
巴
Φ
讐
o
ユ
o
ゆ
目
〇
ニ
ロ
o
・
」
G
o
Q
Q
冷

　
サ
b
9
黛
㌘
】
≦
o
旨
ニ
ロ
9
U
㊦
一
”
霧
。
・
ロ
鑓
ロ
8
の
q
冨
言
。
－
℃
o
ユ
ω
H
Q
。
刈
ρ
や
謬
噂
b
9
念
旨
い
∪
①
O
o
霞
o
ざ
男
厳
o
凶
ω
匹
o
一
、
p
。
o
。
ω
ロ
雷
口
8
の
震
　
冨
　
く
凶
ρ

　
℃
鋤
答
ω
一
Q
。
“
ρ
や
曳
w
O
◎
艮
＄
戸
目
旨
憲
魁
o
一
、
9
。
ω
ω
9
国
ロ
8
ω
珪
冨
≦
ρ
℃
9
「
δ
】
Q
。
Q
。
ご
一
謬
o
【
Q
o
ρ
し
0
8
ヤ
》
α
餌
詳
国
註
山
o
ω
霞
冨
コ
山
欝
δ
ユ
置

　
o
o
昌
零
彗
島
、
国
ω
ω
長
p
昌
o
①
。
α
繧
冨
く
β
鱒
・
①
乎
，
A
Φ
。
及
び
最
近
で
は
、
特
に
予
及
び
い
曽
げ
”
昌
儀
に
封
す
る
論
職
、
言
匙
臼
O
①
ω
笛
窺
禽
o
窪
の
∩
ギ

　
0
5
＜
醇
ω
ぎ
び
輿
ロ
ロ
伽
q
ω
．
N
鉱
言
ρ
ぴ
q
目
。
。
り
O
Z
民
・
劇
Q
。
ー
蟄
い
O
o
冠
。
。
o
ず
ヨ
置
ぴ
国
餌
口
α
ぴ
ロ
o
ゴ
一
』
o
・
》
自
中
q
o
°
㎝
o
。
b
D
Z
9
①
劇
及
び
最
近
予
の
著
書
に
封
し

　
て
下
さ
れ
た
同
氏
の
批
評
、
繭
⑦
岸
ω
o
『
誌
津
×
×
×
＜
（
目
Q
。
q
o
Q
。
）
ω
・
団
Q
。
¢
◎
い
切
α
＆
⑰
Q
①
ひ
∪
δ
男
①
o
葺
田
冨
ξ
①
く
O
ヨ
冨
ぴ
o
ロ
ω
く
Φ
富
8
げ
o
歪
ロ
α
q
ω
〈
①
詳
B
ヶ
q
・

　
b
d
畳
ぼ
昌
゜
。
°
。
伊
ψ
話
卜
。
h
h
°
…
国
穿
聲
び
㊦
贔
貯
O
o
憲
ω
9
B
箆
什
、
ω
N
簿
ω
。
ξ
捧
壼
目
ψ
雲
雀
隔
二
×
営
一
一
ψ
卜
9
瞭
h
凶
寓
ρ
ざ
目
冨
り
塁
o
隔

　
同
昌
ω
ロ
悉
昌
o
o
（
ト
っ
゜
巴
゜
）
》
切
o
ω
8
ロ
日
Q
o
Q
Q
b
3
、
邸
“
づ
・
⑱
ー
多
く
の
論
者
が
此
學
説
を
熱
心
に
辮
護
す
る
の
は
、
蓋
し
生
命
保
瞼
を
も
他
の
保
瞼
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
約
と
同
じ
仲
間
に
入
れ
よ
う
と
す
る
殊
勝
な
心
掛
に
基
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
併
し
乍
ら
総
べ
て
の
保
陰
に
共
通
な
思
想
は
、
保
、
瞼
の
任
務
た
る
．

　
割
當
事
務
の
中
に
見
出
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
故
、
彼
等
が
右
の
如
き
意
圖
の
，
下
に
努
力
ず
る
こ
と
拡
無
駄
な
こ
と
で
あ
ろ
。
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
う
　
　
へ

勢
著
書
が
此
黙
に
關
し
て
又
こ
れ
よ
り
後
に
於
て
な
せ
る
議
論
に
於
て
看
渦
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
往
命
保
陰
契
約
の
綜
合
的
翻
察
に
基
い
て
別
な
結

　
論
に
到
蓮
し
て
ゐ
る
説
の
存
す
る
こ
と
で
あ
聰
、
そ
れ
に
就
い
て
は
O
o
冠
鴇
ず
日
乙
掌
ω
団
ω
審
彰
血
Φ
o
。
国
9
。
口
伍
色
興
o
n
ず
＄
獅
Q
。
・
》
嘗
鵠
・
目
Q
。
O
目
・
ω
・
㈹
劇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
μ
占
騎
・
を
滲
照
。
著
者
が
f
予
の
議
論
を
も
引
合
に
出
し
て
1
前
面
に
押
立
て
て
ゐ
る
所
の
保
瞼
に
於
け
る
割
當
機
能
、
は
、
保
瞼
契
約
に

　
　
　
　
り
　
ね
　
も

　
曲
ハ
通
な
唯
こ
の
要
素
で
は
な
い
。

　
物
保
瞼
に
於
て
は
事
實
上
、
填
補
目
的
が
そ
の
契
約
の
法
律
上
の
基
礎
を
成
し
て
ゐ
る
。
．
そ
の
被
保
瞼
者
は
損
害
を

填
補
し
て
貰
ふ
爲
め
に
保
瞼
料
を
梯
込
み
、
保
瞼
者
は
填
補
の
義
務
を
引
受
け
る
。
保
瞼
料
は
そ
の
損
害
の
確
率
に
基

い
て
計
算
さ
れ
、
謹
券
に
は
一
定
の
保
瞼
金
額
が
記
載
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
會
杜
の
責
任
は
實
損
害
の
填
補
を
以
て
限

度
と
す
る
、
且
保
瞼
企
業
は
被
保
瞼
者
が
共
財
産
に
就
い
て
蒙
つ
だ
損
失
を
謹
明
し
な
い
場
合
に
は
填
補
金
を
支
梯
は

な
い
、
何
と
な
ら
ば
契
約
の
法
律
的
根
篠
が
存
在
を
停
止
す
る
ご
き
は
、
そ
の
契
約
の
法
律
的
存
在
．
も
無
く
な
る
か
ら

　
　
　
　
第
二
＋
九
巻
（
五
〇
七
）
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
陰
學
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
號
　
＝
九



　
　
　
第
二
卜
九
巷
　
（
五
〇
八
）
　
ヴ
イ
ザ
ア
ン
テ
の
保
瞼
學
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
五
　
號
　
一
二
〇

で
あ
る
。
若
し
被
保
瞼
者
が
眞
償
よ
り
も
高
い
金
額
の
保
瞼
を
附
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
超
過
分
に
封
す
る
保
瞼
は
解

約
さ
れ
る
・
・
8
民
三
特
≦
窪
留
コ
、
　
叉
彼
が
被
保
瞼
物
件
を
責
却
す
る
と
き
は
、
受
の
物
の
所
有
権
と
共
に
そ
の
滅
失
の

揚
合
に
於
け
る
損
害
填
補
請
求
槽
を
も
失
ふ
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
物
が
第
三
者
の
過
失
に
依
つ
て
害
さ
れ
π
場
合
に

は
、
被
保
瞼
者
は
彼
に
封
し
て
損
害
を
賠
償
せ
る
會
肚
に
そ
の
第
三
者
に
封
す
る
損
害
賠
償
請
求
椹
を
譲
ら
ね
ば
な
ら

な
い
、
け
だ
し
同
一
の
損
害
に
就
い
て
何
回
竜
賠
償
を
受
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
i
之
に
反
し
て

生
命
保
瞼
に
於
て
は
是
等
の
こ
と
は
総
べ
て
適
合
ル
な
い
。
此
揚
合
企
業
は
前
以
て
保
瞼
料
に
磨
じ
て
決
定
さ
れ
た
或

金
額
を
支
彿
ふ
べ
き
義
務
を
引
受
け
る
。
彼
は
其
債
纏
者
が
損
害
を
蒙
つ
π
爲
め
で
は
な
く
し
て
、
保
瞼
料
を
受
取
っ

セ
爲
め
に
債
務
者
と
成
る
の
で
あ
る
、
彼
は
筍
も
そ
の
講
求
椹
を
有
す
る
人
に
封
し
て
は
損
害
登
生
に
封
す
る
謹
明
な

ど
は
請
求
す
る
こ
と
な
く
、
直
に
其
保
瞼
に
附
せ
ら
れ
π
金
額
を
支
梯
ふ
の
で
あ
る
。
鞍
は
叉
其
金
額
を
請
求
す
る
者

が
既
に
同
一
の
生
命
に
就
い
て
他
の
會
肚
か
ら
保
瞼
金
を
受
領
し
て
居
つ
て
も
、
叉
彼
が
被
保
瞼
者
の
死
亡
に
因
つ
て

生
じ
π
損
害
に
封
し
て
既
に
賠
償
を
受
け
て
居
ウ
叉
ば
全
然
何
等
の
損
害
を
も
蒙
つ
て
居
ら
ぬ
場
合
で
あ
っ
て
さ
へ
も

保
瞼
金
を
支
梯
ふ
の
で
あ
る
。
此
保
瞼
金
が
損
害
賠
償
金
の
作
用
を
な
す
場
合
も
認
め
ら
れ
る
、
例
へ
ば
父
の
勢
働
に

依
つ
て
養
育
さ
れ
て
來
π
子
供
が
、
其
父
を
失
つ
π
場
合
は
此
例
に
囑
す
る
。
併
し
乍
ら
保
瞼
金
の
支
彿
は
決
し
て
常

に
賠
償
の
目
的
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
、
随
つ
て
之
を
以
て
其
契
約
の
特
徴
的
な
要
素
と
見
倣
す
こ
ご
は
出
來
な
い

例
へ
ば
被
保
瞼
者
が
其
存
命
中
、
生
産
す
る
所
よ
う
も
溝
費
す
る
方
が
大
で
あ
つ
π
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
に
因
る
損

害
な
る
も
の
が
存
す
る
で
あ
ら
う
か
、
之
に
因
つ
て
損
害
を
蒙
る
者
が
有
る
だ
ら
う
か
。
更
に
、
被
保
瞼
者
が
、
勢
働

不
能
と
成
つ
て
家
族
の
費
用
に
依
つ
て
生
活
し
て
ゐ
π
揚
合
、
叉
は
被
保
瞼
者
の
存
命
中
に
同
人
よ
う
何
等
の
補
助
を



も
受
け
る
こ
と
の
無
か
つ
だ
親
戚
叉
は
友
入
に
好
意
的
に
寄
贈
を
爲
す
爲
め
に
保
瞼
が
附
せ
ら
れ
禿
場
合
、
最
後
に
被

保
瞼
者
と
は
利
害
や
趣
味
等
に
基
く
親
交
を
全
く
有
し
な
か
っ
π
財
産
譲
渡
人
が
、
其
保
瞼
に
依
つ
｛
利
盆
を
受
け
る

や
う
な
場
合
に
は
、
何
庭
に
損
害
が
有
ら
う
、
何
庭
に
被
害
者
が
存
在
す
る
で
あ
ら
う
。
爾
現
代
の
到
例
は
次
の
≧
と

を
一
致
し
て
認
め
て
ゐ
る
が
、
之
は
左
も
あ
る
べ
き
乙
と
で
あ
る
、
即
ち
債
梅
者
は
、
其
要
求
が
他
の
方
法
で
既
に
満

足
さ
れ
て
ゐ
る
揚
合
に
も
爾
ほ
、
債
務
者
の
生
命
に
附
し
尤
金
額
を
請
求
し
得
る
こ
と
之
で
あ
る
。
恥
　
以
上
の
や
う
な

場
合
に
受
盆
者
に
膚
つ
て
、
被
保
瞼
者
の
花
亡
に
封
す
る
悔
み
を
述
べ
π
人
が
有
つ
π
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
本
來
な

ら
ば
慰
め
を
求
め
て
ゐ
る
筈
の
相
手
方
が
、
喜
ば
し
い
氣
分
で
ゐ
る
こ
と
に
氣
が
つ
い
て
呆
氣
に
と
ら
れ
る
で
あ
ら

ζ
ノ
●
累

（
1
2
）
レ
ン
ヌ
に
於
け
る
一
八
七
九
年
八
月
九
日
附
剣
決
。
一
八
八
一
年
一
月
一
九
日
附
フ
ラ
ン
ス
大
審
院
剣
決
。
ボ
ン
に
於
け
る
一
の
二
四
一
判
決
、

　
切
①
昌
封
》
ゲ
㊦
契
ロ
O
事
件
。
切
甦
昌
団
O
昌
サ
鱒
㎝
畢
b
つ
9
0
舘
h
ら
切
鵠
ω
ω
ロ
・
；
Q
b
D
P
O
械
窟
≦
竃
唄
サ
Q
。
刈
に
報
告
し
て
あ
る
国
ロ
∋
つ
げ
畦
O
蜜
封
〉
『
P
げ
貯
事
件
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
法
廷
で
下
さ
れ
た
此
剣
例
は
、
最
近
ア
メ
リ
カ
の
法
廷
で
も
之
を
認
め
る
に
至
つ
た
、
］
≦
9
団
や
H
謡
参
照
。
此
剣
決
に
封
す
る
詳

　
細
な
批
評
は
、
予
の
O
O
ロ
嘗
無
8
黛
器
ω
凶
§
富
N
一
〇
昌
①
く
O
日
日
・
2
9
¢
P
Q
◎
㊤
・
に
在
る
。

　
多
く
の
法
律
は
、
保
瞼
契
約
者
が
被
保
瞼
者
の
生
存
に
就
い
て
何
等
利
害
關
係
を
有
せ
顧
揚
合
に
は
其
契
約
の
敷
力

を
認
め
癒
い
爲
め
、
少
く
と
も
他
人
の
生
命
を
附
せ
ら
れ
セ
保
瞼
は
損
害
の
填
補
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
速
断

す
る
人
が
有
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
乍
ら
此
法
律
上
の
規
定
が
、
か
や
う
な
理
由
に
基
い
π
も
の
で
な
い
乙
と
は
、

其
歴
史
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
此
規
定
は
公
共
の
利
盆
の
爲
め
に
生
じ
だ
の
で
あ
る
、
詳
言
す
れ
ば
、
近
時

生
命
保
瞼
が
他
人
の
生
命
に
と
う
て
危
瞼
な
賭
事
に
瞳
せ
ん
こ
す
る
虞
有
る
が
爲
め
に
、
此
規
定
が
與
へ
ら
れ
π
の
で

　
　
　
第
二
十
九
巻
　
（
五
〇
九
）
　
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
瞼
學
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
五
　
號
　
　
一
二
一



　
　
　
第
二
十
九
巻
（
五
一
〇
）
ヴ
イ
ヴ
ア
ン
テ
の
保
瞼
學
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
　
五
　
號
　
一
二
＝

あ
る
。
瑚
假
に
立
法
者
達
が
、
補
償
目
的
を
以
て
保
瞼
契
約
の
重
要
な
要
素
ご
認
め
る
考
で
あ
つ
π
と
夢
れ
ば
、
其
契

約
の
有
敷
性
の
條
件
と
し
て
、
被
保
瞼
者
の
生
存
に
就
い
て
利
害
關
係
の
有
る
乙
と
を
契
約
締
結
者
に
甥
し
て
讐
な
く

受
盆
者
に
封
し
て
要
求
し
π
筈
で
あ
る
。
彼
等
は
叉
此
利
盆
が
契
約
の
締
結
の
時
の
み
な
ら
ず
、
寧
ろ
此
契
約
が
實
行

さ
れ
る
際
に
現
存
す
べ
き
こ
と
を
望
ん
だ
筈
で
あ
る
。
更
に
彼
等
は
、
被
保
瞼
者
の
生
存
に
就
い
て
金
鏡
上
の
利
害
關

係
が
存
す
る
こ
と
の
謹
明
を
求
む
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
實
際
の
法
律
で
は
如
何
な
る
利
盆
を
も
包
括
し
得
る
や
う
な
一

般
的
條
交
を
與
へ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
故
に
、
輩
な
る
倫
理
的
利
盆
で
も
差
支
無
い
の
で
あ
る
。
筒
ほ
彼
等
は
他
人
の
生

　
　
　
　
　
り

命
に
關
す
る
保
瞼
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
生
命
に
關
す
る
保
瞼
に
封
し
て
も
此
條
件
を
要
求
し
陀
筈
で
あ
る
、
何
と
な

ら
ば
、
自
己
の
生
命
に
封
す
る
保
瞼
は
、
之
を
譲
渡
す
る
と
き
は
直
に
第
三
者
の
生
命
に
欄
す
る
保
瞼
ご
化
す
る
か
ら

で
あ
る
。
最
後
に
彼
等
は
、
被
保
瞼
者
の
生
存
に
關
し
て
何
等
の
利
害
關
係
を
も
有
せ
澱
第
三
者
に
此
契
約
を
譲
渡
す

る
こ
と
を
禁
じ
π
筈
で
あ
る
。

（
1
3
）
第
三
者
の
生
命
に
關
す
ろ
保
陰
が
、
一
時
激
し
い
賭
事
を
流
行
さ
せ
た
こ
と
は
、
疑
も
無
い
事
實
で
あ
る
。
公
債
に
封
す
ろ
投
機
は
今
日
行
は
れ

　
て
ゐ
る
所
で
あ
る
が
、
當
時
の
人
々
は
そ
の
代
り
に
、
國
王
、
海
軍
大
將
、
有
名
な
革
命
家
等
の
生
命
に
關
し
、
各
≧
の
利
害
關
係
に
基
い
て
そ

　
　
の
生
死
な
誓
言
し
、
之
に
依
つ
て
賭
事
を
行
つ
た
の
で
あ
る
。
之
が
爲
め
に
、
利
害
關
係
無
き
他
人
の
生
命
に
關
す
る
保
瞼
の
禁
止
が
、
多
く
の

　
立
法
に
依
つ
て
弐
第
に
採
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
イ
タ
リ
ア
法
、
、
四
四
九
條
、
ベ
ル
ギ
ー
法
四
一
條
、
オ
ラ
ン
ダ
法
三
〇
三
條
、
ウ
ユ
ル
テ
ム
ベ

　
　
ル
ビ
法
九
四
七
條
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ヂ
ヨ
喜
ヂ
三
世
法
令
、
第
四
八
出
早
（
」
七
七
四
年
）
で
あ
つ
て
、
之
は
ヴ
イ
ク
ト
ー
リ
ア
法
令
二
九
及
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

　
○
に
依
り
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
援
張
さ
れ
六
、
ア
ル
ヂ
エ
ン
チ
ン
法
大
九
四
條
、
チ
リ
法
五
六
九
條
、
合
衆
國
民
法
草
案
（
∪
・
翌
①
置
）
　
一
五
二

　
〇
條
、
ヂ
ヨ
ー
’
ヂ
ア
法
一
八
七
三
年
、
二
八
一
八
條
。
此
種
の
濫
用
は
今
日
の
生
命
保
瞼
の
管
業
に
於
て
は
殆
ん
ど
不
可
能
に
成
つ
て
ゐ
る
が
、

　
術
ほ
之
を
禁
ず
る
爲
め
に
他
の
國
々
の
法
律
で
は
、
そ
の
生
命
を
保
瞼
に
附
せ
ら
れ
、
る
當
人
の
同
意
が
有
れ
ば
よ
い
と
云
ふ
規
定
を
設
け
る
に
止

　
　
め
て
ゐ
る
。
即
ち
プ
ロ
シ
ヤ
國
法
、
第
二
篇
第
入
章
一
九
七
三
條
、
ハ
ン
ガ
リ
墓
法
四
九
九
條
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
在
の
判
例
は
、
　
㎞
入
一
入
年
六



月
圃
一
日
附
櫃
密
院
の
判
定
に
從
つ
て
を
り
、
イ
タ
リ
ア
で
は
現
行
法
獲
布
以
前
に
於
け
る
判
決
が
左
檬
で
あ
ぜ
敦
、
参
照
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
に

於
け
る
一
八
八
二
年
六
月
＝
二
日
及
び
八
月
二
二
日
附
判
決
、
》
ロ
ロ
9
嵩
目
o
。
。
。
b
っ
℃
Q
。
劇
◎
。
・
一
入
八
二
年
一
二
月
ご
入
日
及
び
一
八
八
三
年
四
月
九
日

…附

t
ロ
ー
レ
ン
ス
控
訴
院
到
決
、
国
O
門
O
謬
巴
゜
　
◎
O
Q
Q
劇
O
°
り
冷
刈
Q
O
O
O
．

　
更
に
契
約
當
事
者
が
被
保
瞼
者
の
生
命
に
就
い
て
何
等
の
利
害
を
も
有
せ
ぬ
場
合
に
、
尚
ほ
其
第
三
者
に
封
す
る
保

瞼
が
成
立
し
得
る
こ
と
は
、
次
の
事
實
に
依
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
ら
う
、
即
ち
今
日
法
律
學
の
最
も
進
歩
せ
る
多
く
の

國
に
於
け
る
法
律
及
び
判
例
は
、
契
約
者
が
被
保
瞼
者
の
生
存
に
就
い
て
利
害
關
係
を
有
す
る
と
否
と
に
拘
は
ら
す
、

其
被
保
瞼
者
の
同
意
さ
へ
あ
れ
ば
此
生
命
保
瞼
の
合
理
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
＊

　
　
芳
併
し
乍
ら
此
鮎
に
就
い
て
は
、
本
誌
第
三
二
、
三
三
巻
に
於
け
る
、
国
耳
o
昌
げ
o
「
O
q
　
の
詳
細
な
議
論
を
参
照
す
べ
し
。

　
さ
れ
ば
此
契
約
の
経
濟
的
及
び
法
律
的
構
成
は
、
之
を
損
害
填
補
の
範
園
に
押
込
め
よ
う
と
す
る
努
力
に
反
封
す
る

も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
或
會
肚
は
、
保
瞼
を
附
せ
ら
れ
だ
債
務
者
の
死
亡
す
る
前
に
債
権
者
の
要
求
が
満
た
さ
れ

て
ゐ
π
こ
と
を
指
摘
し
て
、
も
は
や
保
瞼
金
を
支
彿
ふ
義
務
は
無
い
と
主
張
し
π
爲
め
、
一
般
の
不
信
用
を
搭
ぎ
、
清

算
の
已
む
な
き
に
至
っ
た
と
樽
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
之
は
正
當
な
制
裁
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
保
瞼
金
額
に
關
連

し
て
数
理
的
に
算
定
さ
れ
だ
保
瞼
料
を
受
取
る
所
の
會
肚
は
、
そ
の
契
約
以
外
の
且
そ
の
保
瞼
料
の
算
定
に
際
し
て
考

慮
に
入
れ
ら
れ
な
か
つ
π
原
因
に
基
い
て
、
そ
の
契
約
の
履
行
を
拒
む
櫻
利
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
燭
　
實
に
生
命
保
瞼

の
存
在
雷
は
賠
警
的
に
在
る
の
で
は
な
い
・
蕃
券
ひ
秦
慰
加
奉
い
掌
欝
鈴
挿
象
激
も
軌

少
逮
、
．
禦
隙
紳
即
か
か
額
狸
ゲ
か
期
静
掬
沁
竺
ぶ
費
金
い
塗
か
ひ
ひ
い
が
・
臣
魯
邸
い
伽
ハ
伽
蛋
伽
b
卦
あ
か

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
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、
　
、
　
、
　
、
，
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、

凡
ゆ
る
保
瞼
契
約
の
正
當
な
る
こ
と
を
謹
す
る
に
足
る
べ
き
輕
濟
的
致
果
な
の
で
あ
る
。
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・
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限
は
、
公
盆
上
の
理
由
に
基
い
て
此
契
約
の
自
由
な
登
展
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
之
は
保
瞼
契
約
の
本
質
を
少
．

し
も
憂
す
る
も
の
で
憾
な
い
、
而
し
て
凡
ゆ
る
保
瞼
契
約
を
賠
償
契
約
の
範
園
に
押
込
め
る
乙
ご
は
出
來
な
い
の
で
あ

る
か
ら
し
て
、
そ
の
契
約
上
の
特
徴
と
し
て
は
、
新
し
い
共
通
要
素
を
他
に
求
め
る
こ
ご
が
必
要
で
あ
る
。
實
生
活
上

に
於
て
、
技
術
上
及
び
経
濟
上
一
つ
の
大
き
な
範
園
の
中
に
統
一
さ
れ
で
ゐ
る
各
種
の
保
瞼
契
約
を
ぱ
、
，
法
律
上
に
於

て
も
一
つ
の
概
念
の
中
に
取
入
れ
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
π
な
ら
ば
、
法
律
學
は
其
任
務
を
果
し
得
な
い
も
の
で
あ
る

と
言
は
ね
ば
な
ら
臓
。

　
（
1
4
）
之
は
切
⊆
5
矯
0
5
が
前
掲
書
の
二
四
頁
に
述
べ
て
ゐ
る
出
來
事
で
あ
つ
て
、
そ
の
會
杜
は
≦
竃
猷
ヨ
℃
津
け
　
の
一
債
櫃
者
に
封
し
て
、
議
會
が
そ

　
　
　
の
偉
大
な
同
胞
大
ろ
霊
詳
　
の
爲
あ
に
、
そ
の
負
債
を
國
努
か
ら
支
梯
つ
た
こ
之
を
理
由
と
し
て
、
彼
の
生
命
に
封
す
る
保
瞼
金
の
支
佛
を
拒
絶

　
　
　
し
た
の
で
あ
ろ
。


